
“航空機内での迷惑行為に関するアンケート”調査
調査概要

◆調査目的：

機内迷惑行為を防止するための立法化に関する世論動向を把握することを目的とする

◆調査日時/調査対象便数/有効回収率：

国内線；　ＪＡＳ７便を５月２４日、ＡＮＡ４便を６月６日に実施。

国際線；　ＪＡＬ８便を６月６日、６月７日に実施、ＡＮＡ４便を６月６日に実施。

従って、国内線計１１便、国際線計１２便の総計２３便において実施。有効回収数は総計３４６８Ｓ回収。

尚、当該便搭乗者数に占める回収率は60.2％。

※便別の回収率については次頁　図参照

◆調査方法：

回答者自記入式

JAL 　機内にて配布、記入、回収

　国内線：搭乗口にて配布、機内にて記入、降機口にて回収

　国際線：機内にて配布、記入、回収

JAS 　機内にて配布、記入、回収

＊但しJAL、ANAともに国際線はファーストクラスにおいては非実施。

◆調査時期：

平成14年５月下旬～６月上旬

ANA
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1-1．迷惑行為の遭遇経験　（全体）

（Ｑ１）航空機内での旅客による迷惑行為は１日に約１．５件の割合（２０００年データ）で発生していますが、あなたは以下にあげるような航空機内での迷惑行為に遭遇したこと

（Ｑ１）がありますか。

［1］各迷惑行為別遭遇経験 ［2］国際線・国内線別遭遇経験
(N=3468) (N=3468)

①機内で喫煙する

②禁止された電子機器を使用

③乗務員の指示に従わない

④安全機器を壊す・操作する

⑤泥酔／暴言／大声

⑥セクハラ行為

［3］①～⑥何らかの迷惑行為に遭遇したことのある人の割合
(N=3468)
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86.6

76.1

85.0

95.8

77.1

93.24.5

1.2

2.4

1.7

3.0
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(%)
遭遇したことがある 遭遇したことはない 無回答
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7.8

0.7

10.7

2.0
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(%)

国際線遭遇者

国内線遭遇者

①～⑥
いずれか
に遭遇
39.7%

各迷惑行為について、国際線・国内線のいずれかで遭遇したことがある遭遇経験者全体と、国際線・国内線別の遭遇経験の内訳を示したグラフ。遭遇経験全体で見
ると、②禁止された電子機器を使用、⑤泥酔／暴言／大声といった行為がともに２割を超えている。また次いで多いのが、③乗務員の指示に従わない、①機内で喫煙
するという行為でともに１割を超えている。国際線・国内線別に遭遇経験をみると、国際線では、①機内で喫煙するという行為が国内線より５ポイント以上多く、国内線
では②禁止された電子機器を使用の行為が国際線より８ポイント以上多くなっている。
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2-1．迷惑行為に対する“特別な法律”の必要性　（全体／各迷惑行為遭遇者別）　

　（Ｑ２）以下にあげる航空機内での迷惑行為について、特別な法律で禁止する必要があるかどうかお答えください。

［1］全体 ［2］各迷惑行為遭遇者別 ［3］国際線・国内線遭遇者別
(N=3468)

(%)

国際線
遭遇者

国内線
遭遇者

(n=805) (n=882)

①機内で喫煙する (n=396) 67.2 64.2

②禁止された電子機器を使用 (n=757) 64.1 63.3

③乗務員の指示に従わない (n=421) 49.2 46.5

④安全機器を壊す・操作する (n=41) 80.0 84.2

⑤泥酔／暴言／大声 (n=733) 65.7 67.0

⑥セクハラ行為 (n=155) 69.9 73.9
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61.9

48.4

78.8

71.0

22.9

33.2

17.8

61.6

64.5

25.2

20.4

13.1

12.1

14.3

16.9

6.6
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9.4

1.0

1.0
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1.2

1.7

(%)

特別な法律が必要

特別な法律は必要なし

どちらともいえない

無回答

各迷惑行為について、特別な法律で禁止する必要性の有無をたずねたところ、全体では④安全機器を壊す・操作するが約８割を占め、最も高く、次いで⑥セクハラ行為、
⑤泥酔/暴言/大声となっている。さらに｢各迷惑行為遭遇者」に絞ってみると、どの迷惑行為においても、「必要あり」のスコアが上昇しているが、特に①機内で喫煙するに
ついては約１３ポイントスコアが上昇し、④安全機器を壊す・操作する、⑥セクハラ行為に次いで３番目に高くなる。

※④安全機器を壊す・操作するにおいてはn数が４１と少ないため、参考値

63.9

51.3

82.9

76.8

22.6

30.4

65.3

74.2

18.1

12.2

20.9

17.7

3.9

13.5

2.4

16.9

13.2

7.8

1.3

0.3

2.4

1.4

0.3

0.3

(%)

特別な法律が必要

特別な法律は必要なし

どちらともいえない

無回答
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3-1．新たな罰則や罰則を重くすることの必要性　＊①～⑥の迷惑行為において特別な法律が必要であるとした項目に対して回答

　（Ｑ３）Ｑ２の①～⑥で「特別な法律必要あり」と答えた行為について、新たな罰則や罰則を重くすることの必要があるかどうかお答えください。

［1］全体

①機内で喫煙する (n=2138)

②禁止された電子機器を使用 (n=2145)

③乗務員の指示に従わない (n=1677)

④安全機器を壊す・操作する (n=2734)

⑤泥酔／暴言／大声 (n=2236)

⑥セクハラ行為 (n=2464)
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72.7

80.9

71.1

11.6

16.5

12.9

20.4

72.8

71.2

19.1

20.5

6.1

5.6

3.9

8.2

6.1

6.4

2.4

2.5

2.3

2.6

1.6

1.9

(%)

新たな罰則や罰則を重くすることが必要 新たな罰則や罰則を重くすることは不要 どちらともいえない 無回答

各迷惑行為に対して、現状の罰則を提示した上で新たな罰則や罰則を重くすることの必要性の有無についてたずねた。①～⑥の各迷惑行為ともに、７割以上
が罰則を重くすることが必要であると回答している。特に「③乗務員の指示に従わない」については”特別な法律”の必要性は半数を下回ったものの、現状の
「現行法なし」からは罰則を重くすることが必要との声が多いことが注目される。
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